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議案第５７号 

   天理市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部改正について 

 天理市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部を次のように改正しようとす

る。 

  平成30年12月４日提出 

天理市長 並 河  健  

天理市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部を改正する条例 

 （天理市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正） 

第１条 天理市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和53年３月天理市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の次に次の１条を加える。 

  （定義） 

 第１条の２ この条例において「未就学児」とは、出生の日から６歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

 ２ この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合

会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。 

第３条第１項中「を対象者に支給して」を「について」に改め、同項に次

の１号を加える。 

(４) 市長が別に規則で定める額 

第３条第２項を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（助成の方法） 

第３条の２ 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者

からの申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、対

象者の親権を行う者又は後見人その他の者で現に対象者を保護するもの

（以下「保護者等」という｡)からの申請に基づいて支給することができる。 

２ 対象者が未就学児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等か

ら提供される情報に基づき審査支払機関から市長に当該給付に要した費用

の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の

規定による対象者又は保護者等からの申請があったものとみなす。 
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３ 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があ

った場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うこ

とができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、第１項の規定にかかわらず、対

象者への助成があったものとみなす。 

（天理市子ども医療費助成条例の一部改正） 

第２条 天理市子ども医療費助成条例（昭和48年10月天理市条例第33号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条の２に次の１項を加える。 

３ この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合

会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。 

第３条中「を対象者に支給して」を「について」に改め、同条の次に次の

１条を加える。 

（助成の方法） 

第３条の２ 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者

からの申請に基づいて支給する。 

２ 第２条の規定により助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては、前項

の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機

関から市長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項

が報告されたことをもって、同項の規定による対象者からの申請があった

ものとみなす。 

３ 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があ

った場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うこ

とができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、第１項の規定にかかわらず、対

象者への助成があったものとみなす。 

（天理市心身障害者医療費助成条例の一部改正） 

第３条 天理市心身障害者医療費助成条例（昭和48年３月天理市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 
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  第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第１条の２ この条例において「未就学児」とは、１歳から６歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

２ この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合

会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。 

第３条中「を対象者に支給して」を「について」に改め、同条に次の１号

を加える。 

(４) 市長が別に規則で定める額 

第３条の次に次の１条を加える。 

（助成の方法） 

第３条の２ 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者

からの申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、対

象者の親権を行う者又は後見人その他の者で現に対象者を保護するもの

（以下「保護者等」という｡)からの申請に基づいて支給することができる。 

２ 対象者が未就学児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等か

ら提供される情報に基づき審査支払機関から市長に当該給付に要した費用

の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の

規定による対象者又は保護者等からの申請があったものとみなす。 

３ 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があ

った場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うこ

とができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、第１項の規定にかかわらず、対

象者への助成があったものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の天理市ひとり親家庭等医療費助成条例、第２
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条の規定による改正後の天理市子ども医療費助成条例及び第３条の規定によ

る改正後の天理市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日

以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた

医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 


